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その他の特定財源

差引（一般財源） 584

計 900

県で補助を行なうかどう検討中。

受益者負担金

財

　

源

国庫支出金 600 医療費2割分について、所得に応じた自己負担分を除いた額について国1/2県1/4

県支出金 300 の補助。町負担1/4は地方交付税措置。所得に応じた保護者負担分については、

地方債

予算現額

決　算 決算額

補正予算額

計　画　　　　　【千円】 実　績　　　　　　　【千円】 特　記　事　項

予

　

算

当初予算額 1,484

流用額

1,484 0

養育医療費

細　節 金　額

委託料 84

扶助費 1,400

未熟児訪問指導　＠2,800×30

積　算　根　拠 細　節 金　額 特　記　事　項

何をどのような方法で実施します（実施しました）か？

実

績

低体重の届出があった児について全数訪問指導を行なう。

どのような成果が現れます（現れました）か？

計

画

指　標

H23

事後

評価

２５年度新規事業 低体重で出生した児の養育について育児不安を抱えた家庭へ早期に支援する

ことができます。そのことにより児の健やかな成長と母親の精神的安定を促すこと

ができます。経済的援助を行なうことで、適切な医療を受けることができ、新生児

や乳児死亡、障害を防ぐことができます。

H25

事前

評価

国からの権限委譲事務。出生時の体重が2,500ｇ未満の場合は町に

低体重児届出票を提出してもらい、助産師または保健師が訪問し児

の養育について訪問指導を行ないます。また、出生体重が2,000ｇ以

下、体温３４℃以下、強度のﾁｱﾉｰｾﾞが持続又は発作を繰り返す、生

後24時間以上排便がない、異常に強い黄疸、等の症状があり医師が

入院養育を必要と認めた場合の医療費を助成します。

未熟児訪問指導率

１００％

目　標　値 達　成　値 特　記　事　項

担当部課 住民生活部健康福祉課

担　当 健康づくり係

事業の分類 新規事業

係　長 田中圭子

事務事業名 未熟児訪問指導・養育医療費助成事業費

予算科目

コード

会計 - 款 - 項 - 目 - 事業

００１-０４-０２-０１-○○○-○○-○○-○


